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人づくり・教育を高める分野 
 

分野２ 

 

 
分野別 提案・要望 

 

「安心・成長・自立自尊の埼玉」の実現に向けた提案・要望 
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要望先：文部科学省・厚生労働省 

県担当課：小中学校人事課・社会福祉課 

確かな学力と自立する力の育成 

 本県では、公立小・中学校の教員１人当たりの児童生徒が多く、基礎学力の向上

ときめ細やかな学習指導を実施する上で障害となっている。 

 このため、教職員配置基準の見直しなどにより教員１人当たりの児童生徒数を改

善することが必要である。 

 また、本県では、生活保護受給世帯で育った子供が大人になって再び生活保護を

受ける「貧困の連鎖」を断ち切るため、平成２２年度から全国に先駆け全県で生活

保護世帯に対する教育支援を実施している。 

 生活保護受給世帯数は依然として増加を続けており、教育支援の取組をさらに充

実強化する必要がある。 

 

  

教職員定数の増員及び配置基準の見直し 

 学習指導要領を円滑に実施するとともに、教員が子供と向き合う時間を拡充し、

学力の向上と規範意識の育成を目指す教育を充実させるため、新たな教職員定数改

善計画を策定・実行し、教職員定数を増やすとともに、必要な財源を措置すること。 

 また、確かな学力の育成や一人一人の個性を尊重したきめ細かな教育を実施する

ため、学校当たりの学級数や学級当たりの児童生徒数が極めて多い本県の状況を踏

まえた教職員配置基準とすること。 

文部科学省 

◆現状・課題 

 ・ 本県は、公立小・中学校の教員１人当たりの児童生徒数が多く、基礎学力の向上と

きめ細かな学習指導を実施する上での障害となっている。 

 

 ○本県の公立小・中学校の教員１人当たりの児童生徒数（平成 25年度） 

小学校 １９．０人（全国２位） 全国平均 １６．０人 

中学校 １５．９人（全国３位） 全国平均 １３．７人 

 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 学級編制の標準の引き下げを柱とした新たな教職員定数改善計画を策定し、必要な

財源措置も含めて確実に実行すること。 

 ・ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等による教職員

配置基準を見直すことにより、教員１人当たりの児童生徒数を改善すること。 

 1 
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生活保護受給世帯の子供に対する教育支援の推進 

○○○○ 
 「貧困の連鎖」を断ち切るため、本県では生活保護世帯の中学生・高校生に対す

る教育支援を実施し、高校進学及び高校中退防止の取組を進めている。 

 生活保護受給者に対する教育支援について国は、平成２７年度以降、国庫補助率

を２分の１に引き下げるとしている。貧困の連鎖を断ち切る教育支援事業の重要性

は高く、国として事業に必要な財源を全額確保すること。 

厚生労働省 

◆現状・課題 

・ 国の研究会の資料によると、生活保護世帯で育った子どもが、大人になって再び保

護を受ける「貧困の連鎖」の発生率は２５．１％に上る。 

・ 本県では貧困の連鎖を断ち切るため、教育支援員を配置し、中学生のいる保護世帯

を訪問し高校進学の必要性を理解させるとともに、学習教室で学生ボランティアによ

る学習指導を行っている。 

 その結果、学習教室参加者の高校進学率が８６．９％から９７％に１０％向上した。 

・ また、保護世帯の高校生を対象に、学習教室を設置して学習指導を行うとともに学

校生活の悩みなどの相談に対応し、高校中退の防止に向けた支援を行っている。 

・ さらに、保護世帯の中学生及び高校生を対象に、働くことの大切さを理解させ、就

職に結びつけるため、特別養護老人ホームや農家などでの就労体験を実施している。 
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・ 本県の生活保護受給者の教育支援の取組は、国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金

を活用して実施し効果をあげている。 

・ 生活保護受給者に対する教育支援については、平成２７年度以降、生活困窮者自立

支援法による学習支援の補助金で実施することとされ、国庫補助率が２分の１に引き

下げられた。 

・ 生活保護法の目的の一つである生活保護受給者の自立支援に取り組む事業の財源

は、国において責任をもって確保する必要がある。 

 

◆提案・要望の具体的内容 

・ 各地域の実情に応じた教育支援の取組に対して、継続的に事業を実施し成果を上げ

られるよう、事業費の全額について財政支援を行うこと。 

 2 

2 
 

事業開始前の生活保
護世帯の高校進学率 
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子どもたちの豊かな心の育成と 

非行防止・立ち直りの支援 

県担当課：青少年課・生徒指導課 

要望先：内閣府・総務省・文部科学省 

 教育再生実行会議（第一次提言）や「いじめ防止対策推進法」を踏まえ、いじめ

の未然防止、早期発見・早期対応や教育相談体制の整備及びインターネットを通じ

て行われるいじめへの対応を充実することが求められる。  

また、通信機器の発達とともに、携帯電話に代わるいわゆるスマートフォンが飛

躍的に普及し青少年の利用も増加しており、青少年を有害情報や犯罪から守るため

の対応を図る必要がある。 

いじめ防止対策に伴う財政支援の充実  

 いじめ防止対策推進法に規定された心理、福祉等に関する専門的知識を有し、

いじめの防止を含む教育相談に応じる者の確保や、いじめへの対処に関し助言を

行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保、学校ネットパトロールの実

施等に対する財政支援を充実すること。 

◆現状・課題 

 ・ 本県の公立小、中、高、特別支援学校における平成２４年度のいじめの認知件数

は、昨今のいじめ問題への意識の高まりなどにより 3,200件と大幅に増加している。

（前年度比１３３％増） 

 ・ また、インターネットを通じて行われるいじめも社会的に大きな問題となってい

る。 

・ 平成２６年度における本県の学校配置スクールカウンセラーは、全公立中学校３

６２校、高等学校には２５校に配置され、週１回又は２回の勤務となっている。 

・ また、小学校には勤務していない状況であり、いじめ防止対策推進法に規定され

るいじめの防止を含む教育相談に応じる者、いじめへの対処に関し助言を行うため

に学校の求めに応じて派遣される者の更なる確保が必要である。 

 

◆提案・要望の具体的内容 

・ いじめの防止を図るため、教育相談等に応じるスクールカウンセラー及びスクー

ルソーシャルワーカーの配置を拡充できるよう、十分な財源を確保すること。 

・ 学校ネットパトロールを実施するために必要な経費を確保すること。 

 1 
 

文部科学省 
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スマートフォン等の安全・安心な環境整備 

スマートフォンやゲーム機などのインターネット通信の危険性について、青少

年及びその保護者に対して意識啓発を図るとともに、青少年有害情報の閲覧機会

を最小化するため関係法の見直しを行うこと。 

 
◆現状・課題 

 ・ 現在、青少年インターネット環境整備法により、青少年が利用する携帯電話への

フィルタリングサービスの提供が義務付けられている。 

 ・ しかし、スマートフォンはそのＯＳやアプリケーションなどに、携帯電話事業者

以外の国内外にわたる様々な事業者が関わっている。また、Ｗｉ－Ｆｉなどの無線

ＬＡＮ回線を利用する場合、携帯事業者によるフィルタリングが適用されない場合

がある。 

・ 内閣府の調査では、携帯電話・スマートフォンにおけるフィルタリング等の利用

率が６３．５％（平成２４年）から５５．２％（平成２５年）に減少している。 

 ・ 警察庁の調査では、コミュニティサイトを通じて児童が犯罪被害に遭った事件の

検挙件数は１，８０４件（平成２５年）で、前年に比べ３７．６％増加している。 

  

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 平成２４年７月に見直された青少年インターネット環境整備基本計画（第２次）

及び平成２５年９月に総務省が公表した「スマートフォン安心安全強化戦略」など

を踏まえ、青少年のインターネット環境の更なる整備を進めること。 

 ・ 青少年によるインターネットの適切な活用を促進する上でも、青少年が青少年有

害情報を閲覧する機会を最小化するため、青少年インターネット環境整備法の見直

しを行うこと。 

 2 
 

内閣府・総務省 
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要望先：総務省・財務省・文部科学省 

県担当課：学事課・教育局財務課 

 学校教育においては、すべての子供たちに教育の機会均等が求められる。 

 このため、高等学校等就学支援金制度や奨学のための給付金制度の実施にあたっ

ては、十分な財源を確保する必要があるほか、生徒や保護者などの事務負担軽減も

図る必要がある。 

 

 

質の高い学校教育の推進 

高等学校等就学支援金制度の改善 

 すべての子供たちに教育の機会均等を確保する観点から、就学支援金制度につい

ては十分な財源を確保するとともに、支給限度額を撤廃すること。 

 私立高校生等に対する就学支援金制度については、所得の低い世帯の生徒の就学

機会が奪われないよう国が責任を持って十分な財源を確保すること。 

 また、就学支援金の支給事務については、学校関係者及び地方公共団体の意見を

十分に聴き、生徒、保護者、学校及び都道府県の事務負担軽減の観点から、手続の

簡素化を図ること。 

 審査事務等に係る事務費については、国がその全額について財政措置を講じるこ

と。 

 さらに、就学支援金制度の周知は、引き続き国において実施すること。 

総務省・財務省・文部科学省 

◆現状・課題 

 ・ 景気雇用情勢が依然として厳しい中、所得が低い世帯の生徒の就学の機会を引き続 

  き確保するなど、教育の機会均等を確保する観点から経済的負担を軽減する必要があ 

  る。 

 ・ 公立高等学校においても、就学支援金制度が導入された。 

・ 公立高等学校の定時制（単位制）及び通信制（単位制）では、支給限度額を超過す

る場合が多く生じており、それを生徒や都道府県が負担している。 

・ 通信制高校など単位制高校については、就学支援金の額が月額ではなく、１単位当

たり単価で定められている。この結果、履修単位数によって生徒ごとに支給額が異な

ることになり、非常に事務が煩雑となっている。 

・ 所得の基準年度が第１期と第２~４期で分かれており、制度が分かりづらい上、１

年生は年２回の所得審査が必要であるなど、事務が煩雑となっている。また、生徒、

保護者は申請に当たり、所得審査のための課税証明書等を添付する必要がある。 

 ・ 就学支援金の申請受付や審査事務に当たり、プライバシーへの配慮、また債権管理

等といった新たな事務が増加するとともに、新たに事務費が発生している。 

・ 就学支援金制度について、中学３年生やその保護者への周知が引き続き必要である。 

 

 

 1 
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奨学のための給付金制度の改善 【新規】 

 奨学のための給付金制度については、低所得世帯の生徒の就学の機会が奪われな

いよう国が責任を持って十分な財源を確保すること。 

 また、給付金の支給事務については、申請者負担軽減及び事務負担軽減の観点か

ら、地方公共団体の意見を十分に聴き、手続きの簡素化を図ること。 

 さらに、制度実施に伴い発生する新たな事務費等については、国がその全額につ 

いて財政措置を講じること。  

 県外の高等学校等に在籍する生徒の把握・周知について必要な措置を講じること。 

 
◆現状・課題 

・ 低所得世帯への生徒への対応について、高等学校等就学支援金制度に所得制限を導

入することにより捻出する財源を活用し、奨学のための給付金制度が創設された。 

・ 国庫負担３分の１の国庫補助事業として、予算の範囲内で補助金を交付するとして

いる。 

・ 補助対象を３つの世帯に区分しており、その確認に必要な証明書類が多岐にわたり、

事務が煩雑である。 

・ 制度実施のための人件費、事務費等が新たに発生する。 

・ 県外の高等学校に在籍する生徒の把握が困難である。 

・ 県外の高等学校に在籍する生徒に対し、県の制度を周知することが困難である。 

 

◆提案・要望の具体的内容 

・ 対象となる生徒にかかる補助金については、国が責任を持って十分な財源を確保す

ること。 

・ 制度が複雑であり、必要書類が多岐にわたることから、手続きの簡素化を図ること。 

・ 制度実施に伴い発生する新たな人件費、事務費等については、国がその全額につい

て財政措置を講じること。 

・ 県外の高等学校に在籍する生徒の把握に必要な調査を国が実施すること。 

・ 県外の高等学校に在籍する生徒に対し制度周知ができるよう必要な措置を講じるこ

と。 

  

 2 
 総務省・財務省・文部科学省 

◆提案・要望の具体的内容 

・ 教育の機会均等を確保する観点から、十分な財源を確保すること。 

・ 公立高等学校の定時制（単位制）及び通信制（単位制）に関しては、支給限度額を

撤廃すること。 

・ 就学支援金の支給手続の簡素化を図ること。 

・ 就学支援金に係る事務費の財政措置を講じること。 

・ 中学３年生やその保護者へリーフレットを配布する等、国において引き続き周知を

行うこと。 
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要望先：総務省・文部科学省 

県担当課：学事課 

私立学校の教育条件の向上や父母の負担軽減など地方が主体となって推進してい

る私立学校振興策の更なる充実を図る必要がある。 

私学振興の推進 

 私立学校の教育条件の維持向上や経営の健全化など公教育の重要な一翼を担う

私立学校の振興を図るとともに、父母の経済的負担の軽減を図るために必要な財源

を確保すること。 

 

総務省・文部科学省 

私学教育の振興 

 1 
 

◆現状・課題 

 ・ 県運営費補助金に占める国庫補助金の割合は、約１４％と低水準で推移している。    

 ・ 私立高等学校等経常費助成費補助金（教育改革推進特別経費）について、平成２２

年度以降、交付額の圧縮が行われ、国の交付要綱に示された補助単価に基づく交付を

受けていない。 

 ・ 私立幼稚園特別支援教育費補助についても同様に、平成２１年度以降、交付額の圧

縮が行われ、国の交付要綱に示された補助単価どおりの交付を受けていない。 

 ・ 平成２２年度から就学支援金による私立高等学校の授業料の軽減が図られたが、依

然として私立高等学校の生徒納付金は公立高等学校に比べて高額であり、著しい負担

格差が存在している。 

 ・ 国の緊急経済対策として交付された高校生修学支援基金を、県父母負担軽減事業の

財源として活用しているが、取り崩しに係る一人当たり単価に上限が定められている

など、取り崩し要件が厳しく定められている。 

 ・ 専修学校はキャリア教育等における社会的役割が増しているが、その振興に係る助

成は国庫補助対象ではなく、地方交付税交付金に算定されている。 

 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 県運営費補助金に対する国庫補助金のより一層の充実を図ること。 

 ・ 私立高等学校等経常費助成費補助金（教育改革推進特別経費）及び私立幼稚園特別

支援教育費補助については、交付に必要な財源を確保し、交付額の圧縮が生じないよ

うにすること。 

 ・ 県が行う授業料軽減事業補助全般に対する国庫補助制度の創設など、財政措置を講

じること。 

 ・ 高校生修学支援基金の取り崩し要件を緩和し、各県が基金を有効に活用できるよう

に制度改善を図ること。 

 ・ 地方交付税交付金の算定においては、専修学校分を拡充するとともに他の学種につ

いても充実を図ること。 
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高等学校（全日制課程）初年度納付金比較 

   ：高校無償化及び就学支援金による軽減（H22～H25：△118,800円） 

   平成 26年 4月からは、高等学校等に通う年収約 910万円未満の世帯の生徒に  

  対して高等学校等就学支援金を支給する。 

681,977 675,789 674,289 674,540 

公私格差 

672,720 

◆参考（初年度納付金・公私比較） 
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要望先：文部科学省 

県担当課：県立学校人事課・特別支援教育課 

特別支援教育の推進 

 特別支援教育では、障害のある子供と障害のない子供が共に教育を受ける仕組み

の構築や、早期教育・専門教育が重要となる。 

 そのため、小・中学校における通級指導教室や、特別支援学校の幼稚部等におい

て適切な支援を行うための体制整備などを推進していく必要がある。 

 

 発達障害を含む障害のある児童生徒への指導の充実を図るため、小中学校の通

常学級に在籍しながら障害に応じた特別の指導を行う通級指導教室や、特別支援

学校のセンター的機能の一層の整備が重要である。 

 そのため、通級による指導を担当する教員及び特別支援教育コーディネーター

を増やすために必要な財源を措置すること。 

文部科学省 

◆現状・課題 

 ・ 平成２４年文部科学省調査「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な

教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」によれば、通常の学級に在籍する児

童生徒のうち、「知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示す」

とされた児童生徒の割合は、６．５％存在するとされている。 

 ・ また、平成２５年文部科学省調査「平成２５年度通級による指導実施状況調査（平

成 25年 5月 1日現在）」によれば、埼玉県では県内全児童生徒数の約０．２％にあた

る１，２７０名が発達障害・情緒障害通級指導教室に通級しており、今後も通級によ

る指導が必要な児童生徒の増大が見込まれる。 

 ・ 特別支援学校のセンター的機能の中核を担う特別支援教育コーディネーターへの相

談件数についても増加傾向にある。 
 

554人

731人

940人

1102人

1270人

0人

200人

400人

600人

800人

1000人

1200人

1400人

Ｈ２１．５ Ｈ２２．５ Ｈ２３．５ Ｈ２４．５ Ｈ２５．５

発達障害・情緒障害通級指導教室に通う児童生徒数

 

 

通級指導教室等の充実 

○ 
 1 
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 特別支援学校の幼稚部及び専攻科についても、早期教育・専門教育の重要性に鑑

み、小学部、中学部及び高等部に準じた学級編制や教職員定数に係る法制度を整備

すること。 

 

文部科学省 

◆現状・課題 

 ・ 特別支援学校の小学部、中学部の教職員定数については、公立義務教育諸学校の学  

級編制及び教職員定数の標準に関する法律、また、高等部の教職員定数については、

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律において規定されてい

る。 

 ・ しかし、特別支援学校の幼稚部及び専攻科の教職員定数については、いずれの法律

にも規定がないため、給与費に係る県の負担部分が大きく、財政状況によっては、必

要な教職員数が措置できないことも想定され、きめ細かな指導を実施する上での障害

となっている。 

特別支援学校の幼稚部・専攻科の教職員定数に係る法制度の整備 

○ 
 2 
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 景気の回復に伴い新卒者の就職環境は改善の兆しが現れているが、１５歳から２４歳の

若年層の失業率は約７％と全世代平均の約１．７倍となっており、非正規就労を余儀なく

されている若者も多い。若者の就労拡大と地域経済の成長を実現するため、教育・産業・

行政が連携して職業観の醸成や若者の就職支援に取り組み、若者を将来の担い手として社

会全体で育てていくことが必要である。 

 一方、学生は知名度の高い大手企業を志向する傾向が強く、情報発信力の弱い中小・零

細企業は若手人材の確保に苦慮している。このため、正規就労を希望する若者と中小企業

の出会いの場を拡大するとともに、中小企業の魅力発信を強化し、若年就業のミスマッチ

を早急に解消することが求められている。 

なお、生活保護受給者は引き続き増加しており、この５年間で６割以上増えて約９万５

千人となっている。このため、生活保護制度の見直しと生活保護受給者に対する自立支援

施策の強化が必要である。 

 さらに、平成２７年４月から施行される生活困窮者自立支援法が第二のセーフティネッ

トとして機能するためには各自治体が自立支援事業を積極的に推進していく必要がある。 

要望先：厚生労働省 

県担当課：社会福祉課・就業支援課 

就業支援と雇用の拡大 
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若年者の就業支援の強化 

 若者の早期就職や正規雇用化の実現に国を挙げて重点的に取り組むとともに、若

年者地域連携事業をはじめ国と地方公共団体の連携による若年就労支援の取組の一

層の充実・強化を図ること。 

  

厚生労働省 

◆現状・課題 

・ 本県ではハローワーク特区を活用して開設した「ハローワーク浦和・就業支援サテ

ライト」に若者の専門相談窓口を設置し、キャリアカウンセリングから職業紹介まで

ワンストップの支援を提供している。 

・ 地元企業を見学するバスツアーや実践的な就職支援セミナーなど、県内企業と若者

を結びつける取組の一層の強化が求められている。 

・ 東京に隣接する本県では都内の大手企業志向の若者が多く、県内中小企業は人手が

不足するなどミスマッチが生じている。このため、本県では平成２６年度から若者と

県内中小企業のマッチングを強化する新たな事業を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

・ こうした地方公共団体が主体的に進める実践的な若年就業支援が円滑に進むよう国

が必要な連携・支援を行い、事業の実効性を高めていくことが求められている。 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 学生や未就職卒業者に対して早期就職や正規雇用化の実現に国を挙げて重点的に取

り組むとともに、若年者地域連携事業をはじめ国と地方公共団体の連携による若年就

労支援の取組の一層の充実・強化を図ること。 

 

 

○夢ある埼玉・就活プロジェクト ～若者の目を県内企業に向ける～ 

  県内経済団体や大学と連携し、県内企業の魅力紹介や交流を行う学生千人規

模の就活イベントや合同面接会を５月から１２月まで毎月連続で開催。 
 

○わかもの仕事チャレンジ事業  ～紹介予定派遣を活用した正規就労支援～ 

   学卒未就職者など自力で正規就労が困難な若者３００名を対象に、ビジネス 

  基礎研修と県内中小企業の現場実習を組み合わせた就業支援（４か月）を実施 

 1 
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 国は、就労支援や不正受給対策を強化するために生活保護法の一部改正を行っ

た。実効性のある制度とするため、引き続き、生活保護の実務を担う地方の意見を

十分に踏まえて不断の見直しを行うこと。 

 特に、近年増加している無料低額宿泊所の適正な運営を確保するため、法令によ

る規制を強化すること。 

 また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅に入居する生活保護受給

者の実施責任については、入所前の保護の実施機関が引き続き実施責任を負うもの

とすること。 

 これに加え、入国を認めた外国人が生活に困窮した場合には、生活保護の準用で

はなく、国において対応すること。 

 さらに、生活保護基準は、社会経済情勢や消費の動向などを十分に勘案した適切

なものとすること。また、貧困の連鎖を防止する観点から、子どもを含む世帯に十

分配慮すること。 

◆現状・課題 

（１）生活保護法の一部改正について 

 ・ 国は、今後も生活保護制度が国民の信頼に応えられるようにするため、生活保護法

の一部改正を行った。改正の主な内容は以下のとおりである。 
 

  ア 就労による自立の促進 

   ・ 安定した職業に就くことにより保護からの脱却を促すための給付金を創設す

る。 

    イ 健康・生活面等に着目した支援 

   ・ 健康の保持及び増進に努めること及び生計の状況を適切に把握することを受給

者の責務とした 。 

  ウ 不正・不適正受給対策の強化 

   ・ 福祉事務所の調査権限を拡大。 

   ・ 不正受給をした場合の罰則の引上げ及び返還金の上乗せ。 

   ・ 福祉事務所が必要と認めた場合に、扶養義務者に対して報告を求めること。 

  エ 医療扶助の適正化 

   ・ 指定医療機関の指定・取消要件を明確化し、指定の更新制を導入。 

   ・ 低額な後発医薬品の使用促進。 

   ・ 国による医療機関への直接の指導。 

生活保護制度の改善 厚生労働省 
 2 
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（２）無料低額宿泊所に係る法整備について 

・ 県内には５０施設（定員約 2,600人）が存在しており、今後も増加が見込まれる。 

・ 現行法令（社会福祉法）では、無料低額宿泊所の設備・運営に関する基準の規定が

ない。また、事後の届出制であるため、経営状況などの事業者の適格性を事前にチェ

ックすることができない。 

・ 無料低額宿泊所には、実施主体の制限がないため、個人、法人を問わず誰でも開設

することができる。 

・ 無料低額宿泊所には、社会福祉法の改善命令の規定の適用がなく、経営の停止等の

処分も要件が抽象的であるため適用が困難である。 

・ 本県では独自に条例及びガイドラインを定めて指導しているが、十分な規制とは言

えない。 

 

 ○無料低額宿泊所数の推移 

0

10

20

30

40

50

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

 
 

（３）有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の実施責任の見直しについて 

 ・ 被保護者が、管外の有料老人ホームに入居した場合、当該ホームが居住地となり、

保護の実施責任は、ホームが所在する保護の実施機関へ移ることになる。サービス付

き高齢者向け住宅でも同様である。 

 ・ 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅は今後も増加が見込まれ、管外か

らの転入により、これらが立地する保護の実施機関の負担が増えることになる。 

 

（４）外国人に対する生活保護の準用について 

 ・ 本県の外国人に対する生活保護の現状は、この５年間で受給者が 1,800人から 3,400

人に急増し、保護費についても３３億円から６０億円に増加している。 

 ・ 外国人については、昭和２９年の厚生省社会局長通知により、日本国民に準じて生

活保護を行うこととされている。 

 ・ しかし、当該通知後、５０年以上を経過し、外国人の生活保護受給者が増加する中

で、地方公共団体の負担が重くなっており、外国人に対する生活保護の準用を抜本的

に見直す必要がある。 

 

（５）生活保護基準について 

 ・ 国は、生活保護基準を改正し、平成２５年８月から平成２７年度までの３年間で、

生活扶助を７．３％引き下げることとした。今回の改正では、夫婦と子ども２人の世

帯の下げ幅が９．０％と大きくなっている。 
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○基準引き下げの具体例 

 
引き下げ前 

(H25年 4月） 

引き下げ後 

(H27年 4月) 
差額 率 

夫婦と子２人 

(40代夫婦と小・中学生） 
22万 2千円 20万 2千円 ▲2万 0千円 ▲ 9.0％ 

夫婦と子１人 

(30代夫、20代妻、4歳子） 
17万 2千円 15万 6千円 ▲1万 6千円 ▲ 9.3％ 

母と子１人 

(30代母、4歳子） 
15万 0千円 14万 1千円 ▲    8千円 ▲ 5.3％ 

60代夫婦 12万 2千円 11万 7千円 ▲    5千円 ▲ 4.1％ 

60代単身 8万 1千円 7万 9千円 ▲    2千円 ▲ 2.5％ 

 ※ さいたま市など都市部の基準。住宅扶助や医療扶助は含まれていない。 

 

◆提案・要望の具体的内容 

（１）生活保護制度の見直しについて 

 ・ 実効性のある制度とするため、生活保護の実務を担う地方の意見を十分に踏まえて不

断の見直しを行うこと。 

 

（２）無料低額宿泊所に係る法整備について 

・ 無料低額宿泊所の適正な運営を確保するため、施設の設備・運営に関する基準を整備

すること。また、事前の許可制とするとともに、事業者の財務資料の公表により、経理

の透明性を確保すること。 

・ 個人による経営実態の隠蔽を防ぐため、実施主体を法人に限ること。 

・ 指導の実効性を担保するため、他の社会福祉施設と同様に改善命令を適用すること。 

  また、経営の停止等の処分の具体的な基準を定めること。 

 

（３）有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の実施責任の見直しについて 

 ・ 被保護者が、有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に転居する場合には、

特別養護老人ホーム入所の例と同じく、転居前の保護の実施機関が、引き続き保護の実

施責任を負うこと。 

 

（４）外国人に対する生活保護の準用について 

 ・ 入国を認めた外国人が生活に困窮した場合には、生活保護の準用ではなく、国におい

て対応すること。 

 

（５）生活保護基準について 

・ 生活保護基準は、平成２５年８月から３か年かけて、年齢・世帯人員・地域差の歪み

を調整することとされているが、社会経済情勢や消費の動向などを十分に勘案した適切

なものとすること。また、貧困の連鎖を防止する観点から子どもを含む世帯に十分配慮

したものとすること。 
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生活保護受給者の自立支援の推進と財源の確保 

○○○○ 
 福祉事務所のケースワーカーは、急増する生活保護受給者の援助・指導に追われ、

きめ細かな自立支援に手が回らない状況にある。 

 本県では、就労支援及び住宅確保に関する専門性を持った支援員を配置し、生活

保護受給者の自立支援に大きな効果をあげている。 

 生活保護受給者に対する、これらの自立支援施策に必要な財源については、国が

責任もって確保し、各自治体に必要な経費の全額を補助すること。 

厚生労働省 

◆現状・課題 

・ 本県の生活保護受給者の自立支援の取組は、国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金

（以下、基金という。）を活用し、「生活保護受給者チャレンジ支援事業」として以下

の事業を行い、効果をあげている。 

・ 生活保護受給者の自立支援については、生活保護法の目的の一つであり、各自治体

が継続的に取り組む事業の財源は、国において責任をもって確保する必要がある。 

・ 基金については平成２６年度で事業が終了することとされており、継続的に事業を

行うための財源が確保されていない。 

 

○生活保護受給者チャレンジ支援事業 

（１）就労支援について 

 ・ 県内の生活保護世帯は、平成２５年１２月現在 68,571 世帯であり、リーマンショ

ック前の２０年９月と比較すると７３．６％増加している。 

 ・ 生活保護世帯のうち、就労可能と考えられる「その他世帯」は 14,560世帯であり、

平成２０年９月と比較すると２０８．６％増加している。 

・ 有効求人倍率が０．７０倍（平成２５年１２月）と厳しい状況において、特筆すべ

き技術や職歴がない者が再就職先を見つけることは容易ではない。 

・ 本県では、平成２２年９月から職業訓練支援員を配置し、職業訓練の受講から就職

までマンツーマンで一貫した支援を行っている。 

 

（２）住宅支援について 

・ 県内には無料低額宿泊所が５０施設あり、約 2,600人が入所している。 

・ 無料低額宿泊所は、本来、離職などにより住居を失った方が一時的に居住する場で

あるが、平均入所期間が約２年と長期化し、アパート等への転居が進んでいない。 

・ 本県では、平成２２年９月から住宅ソーシャルワーカーを配置し、無料低額宿泊所

入所者の年齢、障害の有無、生活能力に応じて、民間アパート等への転居支援を行っ

ている。 

 

 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

就労支援による就職者数 １９１人 ６１８人 ７０１人 

住宅支援によるアパート等転居者数 ２５０人 ６７３人 ７７３人 

 

◆提案・要望の具体的内容 

・ 各自治体が実施する生活保護受給者に対する自立支援に必要な財源については、国

が責任もって確保し、各自治体に必要となる経費の全額を補助すること。 
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生活困窮者の自立支援の推進と財源の確保 【新規】 

○○○○ 
 生活困窮者の自立を促進するため生活困窮者自立支援法が平成２７年４月から施

行される。 

 同法の目的を達成するためには、必須事業だけでなく任意事業についても各自治

体が積極的に実施することが求められている。 

 自治体の取組を後押しするために、同法の各事業の国庫補助率を引き上げ、国が

積極的に財政支援を行うこと。 

厚生労働省 

◆現状・課題 

・ 生活困窮者自立支援法が平成２７年４月から施行される。 

・ 法の目的である生活困窮者の自立を促進するためには、実施主体である自治体が自立

支援施策を積極的に推進していくことが必要である。 

・ さらに、必須事業だけでなく任意事業についても各自治体が創意工夫して実施するこ

とで、自立支援の効果が上がることが期待される。 

・ しかし、各自治体の財政状況は厳しく、任意事業は国庫補助率が低いため、実施でき

ない自治体がでてくることが予想される。 

 

◆提案・要望の具体的内容 

・ 生活困窮者自立支援法に係る自治体の取組を後押しするために、全ての事業の国庫補

助率を引き上げ、国が積極的に財政支援を行うこと。 

 4 
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要望先：内閣府・厚生労働省 

県担当課：福祉政策課・障害者福祉推進課 
障害者支援課・国保医療課 

障害者がその能力や適性に応じて地域で自立して暮らせる社会を構築するた

めには、障害者保健福祉制度の円滑な運営と障害者を支援するための施策の更

なる充実が課題となっている。 

障害者の自立・生活支援 

障害者支援制度の見直し 

 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が取りまとめた骨格提言を尊重し、可能

な限りその実現を図ること。特に現在は日額払いである施設系支援にかかる報酬に

ついて、事業が安定的に運営できるよう事業運営報酬の部分については、月額払い

とすること。 

 障害福祉サービスの充実を図るためにも、市町村が実施する地域生活支援事業に

ついて、定められた補助率を守ること。 

厚生労働省 

◆現状・課題 

 ・ 平成１８年４月に施行された障害者自立支援法は、利用者の１割負担や報酬の日額 

  化に伴う事業所収入の減少など、現場に大きな混乱をもたらした。 

 ・ 平成２３年８月に障がい者制度改革推進会議総合福祉部会は、障害者総合福祉法の 

  骨格に関する総合福祉部会の提言を取りまとめた。 

 ・ 政府は、障害者自立支援法の名称を障害者総合支援法に改め、平成２５年４月から 

  施行したが、障害者総合支援法は、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が取りま 

  とめた骨格提言の内容を十分に反映していない。 

 ・ 市町村の地域生活支援事業に対する国の補助金については、事業実績に応じた補助 

  金（２分の１）となっていない。 

 ＜参考＞市町村地域生活支援事業補助金の国の充当率 

年度 ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

充当率 ３６％ ４４％ ４２％ ４０％ ３８％ 

 

◆提案・要望の具体的内容 

  ・骨格提言を尊重し、可能な限りその実現を図ること。特に施設系支援にかかる報酬

については、人件費、固定経費、一般管理などの事業運営報酬は月額払いにすること。 

  ・市町村地域生活支援事業などについては適切な財源措置を講ずること。 

 

◆参考（障害者自立支援給付における財政負担） 

      国１／２、県１／４、市町村１／４ 

 1 
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障害者入所施設の整備 

 障害者入所施設の入所者については、グループホームの整備を推進し、地域生活

への移行促進を図っている。 

 その一方で、自傷、パニックなどの強度行動障害や重度障害などにより施設入所

を希望する方が多数入所待ちをしている状況が生じている。 

 子どもの成長や親の高齢化などにより、家庭生活での支援が限界にきている障害

者が入所できない状況を改善するため、障害者入所施設の整備が必要である。 

 平成２４年度、国の予備費による緊急経済対策において、入所施設（１施設・入

所定員６０人）の整備に対する国庫補助が認められたところであるが、依然として

施設が不足している実情を踏まえ、今後とも必要な障害者入所施設の整備に対し、

国庫補助の措置を講じること。 

 

厚生労働省 

◆現状・課題 

 ・  本県の入所待機者は年々増加しており、強度行動障害や重度障害などにより地域社

会での生活が困難な、真に施設入所を必要とする障害者が多数入所待ちをしている状

況にある。 

１ 入所待機者数の推移                  （各年 5月 1日現在） 

 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ H26.2.1 

知的障害者   ８２５   ６３９   ７３０ ８０７   ９１９ 

身体障害者   ３４２   ３７５   ３９６ ３８６   ３８５ 

  計 １，１６７ １，０１４ １，１２６ １，１９３ １，３０４ 

 ※Ｈ２３は知的障害者の入所調整の見直しを行い申込書の再提出を求めたため入所待機者が減少した。 

２ 入所施設数（定員）        （平成 26年 3月 31日現在） 

入所施設種別 施設数 定員 

主に知的障害者の入所施設   ６８  ４，２６３ 

主に身体障害者の入所施設   ３１  １，７５７ 

計   ９９  ６，０２０ 
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○第３期埼玉県障害者支援計画の数値目標（計画期間 平成２４年度～平成２６年度） 

 ・障害者入所施設の平成１７年度定員の３割を地域生活へ移行 

   平成１７年度定員       ５，２２０人 

   地域移行３割（Ｈ２６末目標） １，５６６人 

   進捗状況（Ｈ24.10.1 現在）  １，６１５人 

 ・障害者入所施設は必要数を整備 

 

○ 国の基本指針は、地域生活への移行により、平成２６年度末の障害者入所施設の

定員を平成１７年度の定員から１割以上削減することを基本としている。国は、定

員増を伴う入所施設の整備に対する補助を原則認めていない。 
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障害者施設に関する社会福祉施設等施設整備費補助金の増額 【新規】 

 障害者が住み慣れた地域で安心して生活できるようにするためには、生活の拠点

となるグループホームの整備を計画的に促進していく必要がある。 

 県では、障害者の地域生活への移行を推進していくために、毎年２５０人ずつの

グループホームの利用定員数の確保を目標としている。 

 また、施設利用者の安心・安全を確保するため、耐震化整備が必要な建物につい

て、計画的に耐震化整備を進めている。 

 施設整備を促進していく上で、国庫補助制度の活用が必要不可欠であることから、 

必要な整備を確実に行うための財源を確保し、協議した案件すべてが認められるよ 

う予算措置を行うこと。 

 

厚生労働省 

◆現状・課題 

 ・ 障害者施設や病院を退所したり、自宅を出て親と離れた暮らしを希望する障害者が

地域で生活する場としてグループホームの整備を進める必要がある。 

 ・ 県の５カ年計画では、毎年２５０人ずつの利用定員を整備し、平成２８年度末までに

３，８００人分の利用定員数の確保を目標値としている。 

・ また、昭和５６年改正建築基準法以前に建築された建物のうち、耐震化整備が必要な 

建物については、平成２９年度までに計画的に耐震化整備を進めている。 

・ こうした中、県では、事業実施年度の前年度から、事業予定者からの協議受付、審査 

委員会による審査、県予算の確保など事業実施に向けた手続きを進めているが、これ 

は、国予算が十分に確保されることを前提として行っているものである。 

・ 平成２６年度の国予算は、２５年度補正予算１４８億円及び２６年度当初予算 

  ３０億円が確保された。しかしながら、２７年度以降の国予算の見通しは不明である。 

 

 【埼玉県５か年計画の政策指標】 

   平成２２年度末 ２，３０５人→平成２８年度末 ３，８００人 

年 度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

目標値（人） 2,300 2,505 2,755 3,055 3,305 3,555 3,800 

実 績（人） 2,305 2,535 2,785 3,173    

 

 【耐震化未対応施設の状況】 

 
施設総数 耐震化必要施設 

入所施設    ８５        ７ 

通所事業所   ３３７ 

自己所有  ６ 

賃貸   １６ 

公立    ９ 

合  計   ４２２       ３８ 

   ※ さいたま市、川越市、国リハ及び秩父学園を除く。 

   ※ 通所事業所（公立）は補助対象外 

 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 平成２７年度以降の国予算に関して、利用者ニーズに対応する施設整備について、安

定的に必要な予算措置を行うこと。 
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高齢者向け障害者入所施設の整備等 【新規】 

 障害者入所施設利用者の高齢化が進んでいる現状を踏まえ、高齢障害者が安心し

て安全に生活することが出来るよう、高齢者の特性にも対応した支援が可能な高齢

障害者向けの入所施設の整備、運営について必要な財政的支援を行うこと。 

  

 

 

厚生労働省 

◆現状・課題 

・ 障害者入所施設においては、利用者の高齢化に伴い障害が重度化し、身体介護、医療 

的ケア、通所支援等を必要とする利用者が増加している。 

・ ６５歳以上の高齢障害者は、原則として介護保険の適用が優先されるが、障害者入所施 

設の利用者は、当該施設で介護保険のサービスに相当するサービスが提供されているこ 

と、また、長期に継続して入所している実態があることから、当分の間、介護保険の被 

保険者にはならないものとされている。 

・ しかしながら現在の障害者入所施設には、認知症や骨粗しょう症などの高齢者の特性に 

対応した個別に身体介護や見守り等ができる人員体制や特殊浴槽などの設備が備わって 

おらず、十分な処遇がなされているとは言えない。 

・ また、若い入所者と一緒に暮らすことで高齢障害者は常に危険にさらされていることに 

なる。 

・ このような状況で、他に行き場のない利用者は、高齢化に対応できない障害者入所施設 

から追い出されてしまうのではとの不安を感じている。 

 

 ○障害者入所施設における高齢障害者数 

（平成 25年 3月 31日現在、単位：人） 

障害者 

入所施設 

定員(施設

数) 
利用者数 

利用者のうち 65

歳以上高齢障害者 

知 的 4,315(68) 4,051 422(10.4%) 

身 障 1,757(31) 1,425 353(24.8%) 

計 6,072(99) 5,476 775(14.2%) 

 

 

◆提案・要望の具体的内容 

・ 高齢障害者が安心して安全に生活することが出来るように、障害の特性に加え、加齢に

よる心身の機能低下など高齢者の特性に対応した人員配置や設備を備えた高齢障害者向

け入所施設の整備、運営について必要な財政的支援を行うこと。 
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レスパイトケアなど在宅障害児・者を介護する家族への支援の充実 

                     【新規】 

 

厚生労働省 

◆現状・課題 

   医療的ケアが必要な重症心身障害児・者を在宅で介助する家族の負担は非常に重い

ため、定期的なレスパイト利用が必要である。 

   しかし、医療的ケアを必要とする重症心身障害児・者が利用できる障害福祉サービ

ス事業所は極めて少ない状況にある。その理由として、以下の２つがある。 

  １ 日中利用できる障害児通所支援事業等の医療連携体制加算が低額なため、看護職

人材が見つからない。 

   ・看護職員が事業所等を訪問して障害児に対して看護を行った場合の加算額 

    ＝１日約５，０００円 

   ・訪問看護ステーションの利用額＝６０分以上９０分未満約１１，３８０円 

  ２ 宿泊利用できる医療型短期入所事業所の基本報酬が低額なため、事業を開始する

医療機関が少ない。    

   ・病院で短期入所の受け入れを行った場合の基本報酬＝１日約２５，７９０円 

   ・入院診療報酬＝４１，１１０円～５１，１１０円 

＜参考＞本県における在宅の重症(超重症)心身障害児・者数（平成 25年 4月１日現在） 

重症（超重症）心身障害者 ２，６６２人 

重症（超重症）心身障害児 ８５３人 

 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 障害児通所支援事業等の医療連携体制加算を、訪問看護ステーションの利用料金と

同程度の報酬とすること。 

 ・ 医療型短期入所事業所の基本報酬を、入院診療報酬と同程度の報酬とすること。 

 5 
 

 医療的ケアを必要とする重症心身障害児・者の定期的なレスパイト利用のため、

障害児通所支援事業等の報酬を改定すること。 
※レスパイトケア… 障害児・者などを在宅でケアしている家族を癒すため、

一時的にケアを代行し、リフレッシュを図ってもらうもの 
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発達障害児・者への支援 

 障害者福祉制度において、発達障害児の療育等を作業療法士等有資格者が実施す

ることを新しいサービスとして位置付けるとともに、これに係る財政措置を講ずる

こと。 

 地域で発達障害児・者を支える人材育成を図るための財源措置を講ずること。 

厚生労働省 

◆現状・課題 

 ・ 本県では平成２３年度から発達障害児・者への支援に重点的に取り組み、啓発の推 

  進、人材の育成、親支援を進めてきた。その結果、発達障害について認識が高まり、 

  早期発見が促進され、診療・療育体制強化の必要性が増大している。しかし、発達障 

  害の療育を専門的に実施できる機関は少ない。 

・ そこで本県では、平成２４年度から障害児通所施設に作業療法士等の専門職を配置

し、発達障害児に療育を行うモデル事業を実施している。しかし、障害児通所給付費

においては、専門職を配置し療育や保護者からの相談支援を行った場合の報酬等の財

源は保証されていない。このため、新たな需要に対応するための障害福祉サービスの

創設が求められている。 

 ・ また、以下のとおり発達障害児・者を支える人材の育成が求められている。 

 乳幼児健診にあたる小児科医や成人期の医療にあたる精神科医の専門知識の 

向上 

 発達障害の療育を行うことができる作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、臨 

床心理士等の育成 

 発達障害児への支援は、保育所・幼稚園の役割が非常に大きいため、保育士・ 

幼稚園教諭等に対し、基礎知識と子供への接し方の向上を図るための人材育成 

 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 障害者福祉制度において、発達障害児の特性に配慮した療育や保護者への相談支援

を実施するために作業療法士等を配置した場合のサービスを創設し、適切な報酬単価

を設定すること。 

 ・ 地域で発達障害児・者を支える人材育成を図るための財政措置を講ずること。 

 6 
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重度心身障害者に対する公費負担医療制度の創設 

に対する公費負担医療制度の創設 
 地方単独事業として全都道府県で実施されている重度心身障害者に対する医療費

助成について、国として身体・知的・精神障害者を対象とした統一的な公費負担医

療制度を創設すること。 

 また、医療費助成制度の現物給付の実施に伴う国民健康保険の国庫負担金の減額

措置を直ちに廃止すること。 

。 

厚生労働省 
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◆現状・課題 

 ・ 重度心身障害者に対する医療費助成制度は、経済的基盤の弱い重度心身障害者やそ

の家族の経済的・精神的負担の軽減に大きく寄与している。 

 ・ 一方、この制度は地方単独事業であるため、各都道府県で受給対象者や助成対象範

囲・助成方法などが異なっており、不均衡が生じている。 

 ・ また、市町村が現物給付を行う場合は、国民健康保険の国庫負担金を減額する措置

がとられている。 

 

 ○埼玉県の重度心身障害者医療費の助成状況 

 

 

医療費支給対象 

身障手帳：１～３級 

療育手帳：○Ａ 、Ａ、Ｂ 

後期高齢者医療制度の障害認定者 

※ 平成 27年 1月 1日から精神手帳１級を追加し、重度障害者とな

った年齢が６５歳以上の者を除外。 

医療費支給方法 償還払い 

平成２６年度予算 7,912,231千円 

平成２５年度実績 対象者：152,301人       支給件数：3,676,054件 

市町村支給額：15,698,715千円  県補助額：7,794,979千円 

 

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 重度心身障害者に対する医療費助成が全国的に実施されていることを踏まえ、国の

責任のもとに身体・知的・精神障害者に対する全国統一した公費負担医療制度を創設

すること。 

 ・ 医療費助成制度の現物給付の実施に伴う国民健康保険の国庫負担金の減額措置は本

来国が果たすべきセーフティネットを担っている地方公共団体の努力を阻害するも

のであり、直ちに廃止すること。 
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軽度・中等度難聴児に対する補装具(補聴器)費の支給 

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の補

装具費を支給できるように必要な措置を講ずること。 

厚生労働省 

◆現状・課題 

 ・ 児童の聴覚の障害は、言語・コミュニケーション能力などの発達に、また教育の場 

  における学習上の困難さを生じさせている。 

 ・ 軽度・中等度難聴児においても、その困難さの軽減のため補聴器装着の効果は大き 

  い。しかし、軽度・中等度難聴児は、身体障害者手帳の交付できる認定基準に達して 

  いないことから、補聴器の購入は全額自己負担となっている。 

 ・ 軽度・中等度難聴児を養育している世帯の多くは通常若年層であり、補聴器購入は

大きな経済的負担となっている。 

 ・ そこで、埼玉県では、平成２４年度から軽度・中等度難聴児に補聴器の購入費用の 

  助成を行う市町村に対して、その事業費の一部を補助している。 

 ・ 同様の補助を実施している自治体が、全国的にも拡大している状況にある。 

・ 軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費用の助成は、国が補装具費として措置す 

 る必要がある。 

  

◆参考（障害者総合支援法における財政負担） 

  国１／２、県１／４、市町村１／４ 

 

障害者差別解消法の施行に係る財政支援 【新規】 

 障害者差別解消法の円滑な施行に支障がないよう必要な財源を確保すること。 

◆現状・課題 

 ・ 障害者差別解消法が平成 25年 6月 26日に公布され、平成 28年 4月 1日に施行さ 

  れることとなった。 

 ・ この中で、地方公共団体等では不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が義 

  務付けられ、また、民間事業者においては、不当な差別的取扱いが禁止され、合理的 

  配慮の提供が努力義務とされた。 

 ・ 特に地方公共団体においては、例えば住民の関心と理解を深めるための啓発活動、

既存機関を活用した相談及び紛争防止等のための体制整備、障害者差別解消支援地域

協議会の組織化や運営など業務量の増大が想定される。 

 ・ ついては、円滑な法施行に向け、地方公共団体が行う事業に対して、国において財

源措置を講じる必要がある。 

  

◆提案・要望の具体的内容 

 ・ 地方公共団体が行う啓発活動、相談及び紛争防止等のための体制整備、障害者差別 

  解消支援地域協議会の組織化や運営など円滑な法施行に必要な経費について、財源措 

  置を講ずること。 

 

内閣府 
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